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(57)【要約】
　照明装置は、蛍光造影剤の励起・蛍光特性を利用して
蛍光発光を起こさせる励起光帯域にあって、励起効率最
大波長近傍である第１の波長帯域の光を発光させる第１
発光部と、第１の波長帯域を含まない第２の波長帯域の
光を発光させる第２発光部と、第１発光部を制御する第
１発光制御部と、第２発光部を制御する第２発光制御部
と、第１発光制御部および第２発光制御部を制御するこ
とで、第１発光部および第２発光部から交互に発光させ
る制御部とを備え、制御部は、第２発光部の発光動作時
は、第１発光部を発光動作させない。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　蛍光造影剤の励起・蛍光特性を利用して蛍光発光を起こさせる励起光帯域にあって、励
起効率最大波長近傍である第１の波長帯域の光を発光させる第１発光部と、
　前記第１の波長帯域を含まない第２の波長帯域の光を発光させる第２発光部と、
　前記第１発光部を制御する第１発光制御部と、
　前記第２発光部を制御する第２発光制御部と、
　前記第１発光制御部および第２発光制御部を制御することで、前記第１発光部および前
記第２発光部から選択的させる制御部と
　を備え、
　前記制御部は、前記第２発光部の発光動作時は、前記第１発光部を発光動作させない、
　照明装置。
【請求項２】
　前記第１の波長帯域および前記第２の波長帯域は、少なくとも可視光波長帯域を含む、
　請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記第２発光部は、少なくとも赤色帯域と緑色帯域と青色帯域の３波長帯域をそれぞれ
独立して発光する光源から構成されている、
　請求項１または２に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記第１発光部と前記第２発光部の双方、もしくは、いずれか一方は、レーザー光源か
ら構成される、
　請求項１から３までのいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項５】
　前記第１発光部と前記第２発光部の双方、もしくは、いずれか一方は、ＬＥＤ光源から
構成される、
　請求項１から３までのいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項６】
　前記第１発光部と前記第２発光部の双方、もしくは、いずれか一方は、キセノン光源か
ら構成される、
　請求項１から３までのいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項７】
　前記制御部は、外部からの入力に従って、前記第１発光部の照射範囲および前記第２発
光部の照射範囲を変更する照射範囲変更部を有する、
　請求項１から６までのいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項８】
　前記照明装置は、顕微鏡に接続または内蔵される、
　請求項１から７までのいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項９】
　前記照明装置は、内視鏡に接続または内蔵される、
　請求項１から７までのいずれか１項に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は照明装置に関し、特に、蛍光造影剤の励起・蛍光特性を利用した観察・診断に
用いられる照明装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　昨今、蛍光造影剤を患者の体内へ注入した後、蛍光造影剤に対応した励起光源を照射す
ることによって、被観察部から発せられる蛍光発光を撮像して、自家蛍光画像を得ること
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で、血管内の血流の観察または必要な患部の観察を行うシステムが広く実用化されている
。
【０００３】
　たとえば、インドシアニングリーン（ＩＣＧ）の静脈投与による血管内の血流の蛍光観
察および病変組織での蛍光観察は、以前より行われている。これらの観察においては、近
赤外光領域７５０～７９０ｎｍの励起光を照射することで、それに対して、８３０～８４
０ｎｍの蛍光が得られることが一般的に知られている。被観察部に照射する励起光および
被観察部から発光される蛍光は、共に、近赤外波長を有しており、当該波長は、人間の肉
眼では見えない波長領域内である。そのため、実際には、励起光の照射で得られる蛍光を
専用のカメラで撮像して、撮像データをモニタ画面に映して、被観察部の観察を行う。
【０００４】
　さらに、特許文献１に示されるように、蛍光造影剤として、５－アミノレブリン酸（以
下、５ＡＬＡとする。）を用いることが知られている。５ＡＬＡ自体には光感受性は無い
が、５ＡＬＡは、がん細胞に蓄積されて、がん細胞内でプロトポルフィリンＩＸ（以下、
ＰｐＩＸとする。）に代謝活性化されることで、赤色蛍光を発する。５ＡＬＡは、可視光
領域４０５ｎｍ近傍の波長の光にて励起されることで、６３５ｎｍの波長にて蛍光発光す
ることが知られている。
【０００５】
　５ＡＬＡは非侵襲であることから、近年、このような光線力学的な治療及び診断が注目
され、５ＡＬＡを利用したがん細胞切除の手術を行う例が増加している。たとえば、患者
の体内に５ＡＬＡを内服にて事前投与し、予めがん細胞に５ＡＬＡを蓄積させた状態で手
術を開始する。当該手術においては、まずはじめに、術者（医者）は、通常の照明（キセ
ノンランプ、等）を用いて、患部を波長４０５ｎｍを含む可視光で照射しながら術野が十
分確認できる状態になるまで、患部を露出させる。その状態において、通常の照明から、
励起波長４０５ｎｍの可視光を発する照明に切り替える。当該照明による光の照射で、が
ん細胞内の５ＡＬＡが赤色蛍光を発するので、術者は、当該赤色蛍光の発光を確認し、患
部のがん細胞の位置を把握する。その後、術者は、通常の照明に戻して、実際の切除手術
を行う。術者は、切除後、あらためて励起波長４０５ｎｍの可視光を患部に照射し、患部
の赤色蛍光の発光度合いを観察することで、がん細胞が十分切除されているかどうかを最
終確認して、手術を終える。
【０００６】
　このような５ＡＬＡを利用した手術を行った場合、５ＡＬＡを利用しない場合と比較し
て、がん細胞の取り残しが防止できるとともに、必要以上に患部を切除することを抑制す
ることが可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１１－００１３０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　５ＡＬＡは、前述のとおり、３８０～４２０ｎｍの波長帯域、望ましくは４０５ｎｍ近
傍の波長の光の照射によって励起されることで、６３５ｎｍ付近の波長で蛍光発光するこ
とが知られている。しかしながら、徐々に、がん細胞内で、ＰｐＩＸが代謝されるため、
励起光が照射され続けた場合には、時間の経過とともに、蛍光輝度が低下していくことが
判明している。この現象は、蛍光消退現象もしくはフォトブリーチングと呼ばれている。
従って、造影剤の種類によっては、一定の時間が経過すると、蛍光観察の精度が著しく低
下するため、精度の良い蛍光観察を行うためには、時間的な制約が発生する場合があった
。その結果、がん細胞切除後の５ＡＬＡによる最終確認を行うことが可能になるように、
手術の時間を短くする必要がある。あるいは、手術の時間が長引いた場合には、がん細胞
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の切除後に５ＡＬＡによる最終確認が行えない場合があるといった課題があった。
　この蛍光消退現象は、励起波長４０５ｎｍの励起光が照射され続けた場合に発生するこ
とは上記の通りであるが、キセノンランプ等の励起波長４０５ｎｍを含む通常の照明を照
射し続けた場合にも発生することに発明者達は気付いた。よって、これら蛍光輝度の低下
を総合的に防止する点が新たな課題となった。
　なお、上記特許文献１には、３０８ｎｍ～４２０ｎｍの励起光を照射し、６２５ｎｍ～
６４２ｎｍの光を照射して病変部組織を壊死させる方法が開示されているが、この特許文
献１には蛍光輝度の低下を防止するという課題については開示されていない。このため通
常の照明の動作は全く開示がなく、示唆されてもいない。
【０００９】
　本発明は、かかる問題点を解決するためになされたものであり、蛍光消退現象の進行を
抑制することが可能な照明装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、蛍光造影剤の励起・蛍光特性を利用して蛍光発光を起こさせる励起光帯域に
あって、励起効率最大波長近傍である第１の波長帯域の光を発光させる第１発光部と、前
記第１の波長帯域を含まない第２の波長帯域の光を発光させる第２発光部と、前記第１発
光部を制御する第１発光制御部と、前記第２発光部を制御する第２発光制御部と、前記第
１発光制御部および第２発光制御部を制御することで、前記第１発光部および前記第２発
光部から選択的させる制御部とを備え、前記制御部は、前記第２発光部の発光動作時は、
前記第１発光部を発光動作させない、照明装置である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係る照明装置は、第１の波長帯域の波長を有する第１の光を発光させる第１発
光部と、前記第１の波長帯域を含まない第２の波長帯域の波長を有する第２の光を発光さ
せる第２発光部とを備え、制御部の制御により、第１の光と第２の光とを選択的に発光さ
せるようにしたので、第１の光に励起光を設定し、第２の光に励起光を含まない可視光を
設定し、励起光の発光を必要最低限に抑えることで、励起光による蛍光消退現象の進行を
抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施の形態１に係る照明装置の構成を示したブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係る照明装置における発光の波長特性を示した図である
。
【図３】経過時間に対する発光輝度の変化の様子を、照射光の波長別に比較した結果をグ
ラフで示した図である。
【図４】従来の照明装置における発光の波長特性を示した図である。
【図５】本発明の実施の形態２に係る照明装置の構成を示したブロック図である。
【図６】本発明の実施の形態２に係る照明装置における照射範囲の一例を示した説明図で
ある。
【図７】本発明の実施の形態３に係る照明装置の構成を示したブロック図である。
【図８】本発明の実施の形態３に係る照明装置における発光の波長特性を示した図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　実施の形態１．
　以下、本発明の実施の形態に係る照明装置について図を用いて説明する。以下の実施の
形態においては、照明装置を、顕微鏡システムに適用した場合を例に挙げて説明する。図
１は、本発明の実施の形態１に係る照明装置を用いた顕微鏡システムの構成を示したブロ
ック図、図２は、実施の形態１に係る照明装置における発光の波長特性を示した図、図３
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は、実施の形態１に係る照明装置の蛍光消退現象比較グラフ、図４は、従来の照明装置に
おける発光の波長特性を示した図である。
【００１４】
　なお、ここでは、蛍光造影剤として５ＡＬＡを患者に予め投与して、手術用の顕微鏡を
使用して、患者のがん細胞の蛍光観察および蛍光診断を行うための、照明装置およびそれ
を用いた顕微鏡システムを例に挙げて説明する。また、蛍光観察および蛍光診断を行う医
者または医療スタッフを、以下では、術者（オペレータ）と呼ぶこととする。
【００１５】
　なお、上述したように、５ＡＬＡ自体には光感受性は無いが、５ＡＬＡは、がん細胞に
蓄積されて、がん細胞内でプロトポルフィリンＩＸ（以下、ＰｐＩＸとする。）に代謝活
性化されることで、赤色蛍光を発する。しかしながら、以下では、ＰｐＩｘが赤色蛍光を
発する波長帯域を、５ＡＬＡのＰｐＩＸが励起する励起光帯域と呼ぶこととする。
【００１６】
　図１に示すように、本実施の形態１に係る照明装置１００は、励起光発光制御部１と、
励起光発光部２と、可視光発光制御部３と、可視光発光部４と、制御部５と、光合成部６
と、接続部７とを備えている。
【００１７】
　本実施の形態１に係る照明装置１００は、接続部７により、手術用の顕微鏡１２０に接
続されている。また、本実施の形態１に係る顕微鏡システムは、照明装置１００と顕微鏡
１２０とから構成される。ただし、図１においては、顕微鏡１２０の一部のみを図示して
おり、顕微鏡１２０の全体についての図示を省略している。
【００１８】
　励起光発光部２は、５ＡＬＡのＰｐＩＸが励起する励起光帯域の波長を有する励起光を
発光する。励起光発光部２が発光する励起光の波長帯域は、概ね３８０ｎｍ以上４２０ｎ
ｍ未満である。なお、望ましくは、励起光発光部２から発光される励起光の波長は、励起
効率最大の４０５ｎｍ近傍に設定される。
【００１９】
　励起光発光制御部１は、励起光発光部２の動作を制御する。励起光発光制御部１は、制
御部５からの制御信号に基づいて、励起光発光部２の動作のｏｎ／ｏｆｆを切り替える。
【００２０】
　可視光発光部４は、通常、手術時に使用される白色光源として、可視光帯域の波長を有
する可視光を発光する。可視光発光部４が発光する可視光は、白色光を再現するため、青
色光と、緑色光と、赤色光との光の３原色で構成される。可視光発光部４が発光する可視
光の波長帯域は、概ね４２０ｎｍ以上６５０ｎｍ未満であり、具体的には、当該可視光は
、４５０ｎｍ近傍のレーザー青色光と、５３０ｎｍ近傍の緑色光１４と、６４０ｎｍ近傍
の赤色光１５とを含む。
【００２１】
　可視光発光制御部３は、可視光発光部４の動作を制御する。可視光発光制御部３は、制
御部５からの制御信号に基づいて、可視光発光部４の動作のｏｎ／ｏｆｆを切り替える。
【００２２】
　なお、ここで、一般的な可視光の波長帯域は、概ね３８０ｎｍ～７８０ｎｍ程度とされ
る。従って、励起光発光部２が発光する励起光の波長帯域３８０ｎｍ以上４２０ｎｍ未満
も、可視光発光部４が発光する可視光の波長帯域４２０ｎｍ以上６５０ｎｍ未満も、共に
、一般的な可視光の波長帯域に含まれる。
【００２３】
　光合成部６は、励起光発光部２から出力される光と可視光発光部４から出力される光と
を合成する。
【００２４】
　接続部７は、照明装置１００と顕微鏡１２０とを接続し、照明装置１００の光合成部６
からの光出力を顕微鏡１２０に導光する。
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【００２５】
　制御部５は、術者からの操作または外部からの信号により、照明全体を制御する。制御
部５は、術者からの操作または外部からの信号に従って、顕微鏡１２０に導光される光を
、励起光発光部２から発光される励起光と可視光発光部４から発光される可視光との中か
らいずれか１つを選択し、励起光と可視光の切り替え動作を行う。
【００２６】
　接続部７は、光合成部６の光出力を、顕微鏡鏡筒部８内に設置された顕微鏡照明光学系
９ａに導光する。こうして、照明装置１００からの光が、顕微鏡１２０内に導光される。
【００２７】
　図２に示すように、励起光発光部２が発光する励起光の波長帯域は、励起光帯域１０ａ
である。励起光帯域１０ａは、概ね３８０ｎｍ以上４２０ｎｍ未満である。５ＡＬＡによ
り生成されたＰｐＩＸを効率良く発光させるため、具体的には、励起光発光部２は、４０
５ｎｍ近傍の励起光１２を発光する。
【００２８】
　さらに、図２に示すように、可視光発光部４が発光する可視光の波長帯域は、可視光帯
域１１である。可視光帯域１１は、概ね４２０ｎｍ以上６５０ｎｍ未満である。白色光を
再現するため、具体的には、可視光発光部４は、４５０近傍のレーザー青色光１３ａと、
５３０ｎｍ近傍の緑色光１４と、６４０ｎｍ近傍の赤色光１５との、光の３原色で構成さ
れた可視光を発光する。可視光発光部４を構成する発光デバイスとしては、赤色帯域と緑
色帯域と青色帯域の３波長帯域をそれぞれ独立して発光する光源を用いる。このように、
可視光発光部４として、光の３原色のみを使用した光源を採用することで、例えば、５Ａ
ＬＡのＰｐＩＸの励起光を含まず、且つ、自然な色温度での可視光を提供することが可能
である。なお、青色光としては、励起光帯域１０ａに影響を及ぼさないようにレーザー光
が望ましいが、赤色光および緑色光についてはレーザー光でなくてもよい。
【００２９】
　なお、図２において、１０ｂは励起光の波長特性を示し、１３ｂは可視光発光部４とし
てＬＥＤ光源を用いた場合のＬＥＤ青色光の波長特性を示す。また、１７は、５ＡＬＡの
ＰｐＩＸから発光される蛍光発光の波長を示す。蛍光発光波長１７は、上述したように、
６３５ｎｍ近傍である。図２に示すように、ＬＥＤ青色光１３ｂは、レーザー青色光１３
ａに比べて、発光帯域が広帯域である。しかしながら、ＬＥＤ青色光１３ｂは、図２に示
すように、励起光特性１０ｂに対しては若干の影響を与えるものの、励起光１２の帯域を
励起効率最大の４０５ｎｍ近傍に設定することで、励起光１２はＬＥＤ青色光１３ｂから
の影響を受けない。従って、可視光発光部４に用いる光源としては、レーザー光源に限ら
ず、ＬＥＤ光源でもよい。
【００３０】
　次に、本実施の形態１に係る顕微鏡システムの動作について説明する。ここでは、手術
用顕微鏡を使用してがん細胞の摘出手術を行う場合において、５ＡＬＡを患者に予め投与
して、手術中に、がん細胞の蛍光観察および蛍光診断を行う例について示す。
【００３１】
　当該手術において、術者は、まず、患部が直接観察可能な状態となるように必要な施術
を行う。このときは術野全体を肉眼で見るために、可視光帯域照明が必要である。そのた
め、制御部５は、可視光発光制御部３を制御して、可視光発光部４から可視光を発光させ
る。このときに発光される可視光の波長特性は、図２で示すように、可視光帯域１１とな
り、励起光帯域１０ａは実質的に含んでいない。
【００３２】
　次に、患部が直接観察できる状態において、術者は、がん細胞切除の前に、患部のがん
細胞の位置などを確認する目的で、照明を可視光から励起光に切り替える。すなわち、制
御部５は、可視光発光制御部３を制御して、可視光発光部４からの可視光の発光を停止さ
せるとともに、励起光発光制御部１を制御して、励起光発光部２を動作させて、励起光の
発光を行う。これにより、患部に励起光が照射される。上述したように、５ＡＬＡは、が
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ん細胞に蓄積され、ＰｐＩＸに代謝活性化される。また、当該ＰｐＩＸに励起光が照射さ
れることで、赤色蛍光を発する。そのため、患部に励起光を照射すると、患部に存在する
がん細胞から６３５ｎｍ近辺での赤色蛍光が発光される。術者は、当該赤色蛍光を利用し
て、患部の切除範囲の確認を行うことができる。
【００３３】
　さらに、術者は、赤色蛍光の位置を確認した後、実際のがん細胞の切除を行うべく、術
野全体を観察できるよう、制御部５を操作して、顕微鏡１２０の照明を、励起光から可視
光へ切り替える。これにより、制御部５は、励起光発光制御部１を制御して、励起光発光
部２からの励起光の発光を停止するとともに、可視光発光制御部３を制御して、可視光発
光部４から可視光の発光を行う。これにより、再び、可視光帯域１１の発光モードとなり
、発光された光の波長は、励起光帯域１０ａを含まない。
【００３４】
　図３は、５ＡＬＡ投与後に、ＰｐＩＸからの赤色蛍光の発光輝度の時間的変化を示した
グラフである。図３のグラフにおいて、横軸は経過時間、縦軸は発光輝度を示す。図３に
おいて、２０は、全く照射光を与えない場合、２１は、励起光を含まない可視光を照射し
た場合、２２は、励起光を含む可視光を照射した場合をそれぞれ示す。図３のグラフから
分かることは、励起光を含む可視光を照射した場合には、２２のグラフが示すように、経
過時間とともに、蛍光消退現象が進行してしまうが、励起光を含まない可視光を照射した
場合には、２１のグラフが示すように、蛍光消退現象の進行はあまり進まないということ
である。
【００３５】
　図４は、従来の可視光光源における発光の波長特性の一例であり、一般的なキセノン光
源を可視光発光部として利用した場合を示す。図４において、１６ａは、キセノン可視光
の波長特性を示す。このように、キセノン可視光は太陽光に近い特性を持つ。すなわち、
キセノン可視光の波長特性１６ａは、５ＡＬＡの励起光の波長帯域３８０～４２０ｎｍを
含み、従って、励起効率最大の４０５ｎｍ近傍の励起光１２も含んでいる。
【００３６】
　つまり、蛍光観察の意図がなくとも、従来の一般的なキセノン光源を可視光発光部４と
して用いた場合には、キセノン光源から発光される可視光が励起光１２を含むため、図３
の２２のグラフが示すように、経過時間とともに、蛍光消退現象が進行してしまう。この
経過時間のタイミングは、ちょうど、キセノン光源からの光を患部に照射しながら、実際
にがん細胞を切除する段階とその前後とに相当する。これに対して、本実施の形態１に係
る照明装置１００においては、図２に示す３８０～４２０ｎｍの波長の励起光帯域１０ａ
を含まない可視光帯域１１の光を発光する光源を可視光発光部４として用いることで、図
３の２１のグラフに示すように、蛍光消退現象の進行を大幅に抑制することが可能となる
。
【００３７】
　さらに、可視光発光部４としてレーザー光源を用いるようにすれば、蛍光消退現象を、
より確実に抑えることができる。レーザー光源から発光されるレーザー光は、その発光帯
域が±２ｎｍ程度の狭帯域である。そのため、レーザー光源は、発光帯域の選定により、
５ＡＬＡの励起光帯域１０ａの範囲外での発光が可能である。従って、本実施の形態にお
いては、図２に示すように、レーザー光源で構成された可視光発光部４から出力されるレ
ーザー青色光１３ａは、励起光特性１０ｂに対してほとんど影響していない。これに対し
て、ブロードな特性を持つ一般的なＬＥＤ光源を用いる場合は、ＬＥＤ光源が発光する光
の発光帯域が、レーザー光に比べて広帯域である。そのため、図２に示すＬＥＤ青色光１
３ｂのように、励起光特性１０ｂに対して影響するため、蛍光消退現象への抑制効果は、
レーザー光源を用いた場合よりも軽減する傾向にある。また、レーザー光は狭帯域で出力
ピークが高いため、可視光帯域ではより明るく鮮明に術野を照らすことができるとともに
、励起光としては効率がよく高い蛍光輝度が得られる。従って、レーザーを光源として用
いることがより望ましい。
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【００３８】
　最後に、術者が、がん細胞切除の状況を確認する目的で、再度、照明を可視光から励起
光に切り替える場合、制御部５は、可視光発光制御部３を制御して、可視光発光部４の発
光を停止し、励起光発光制御部１を制御して、励起光発光部２を動作させて、励起光の発
光を行う。これにより、がん細胞が切除されずに残っていた場合には、当該がん細胞から
６３５ｎｍ近傍での赤色蛍光が発光される。従って、術者は、赤色蛍光が無ければ、がん
細胞の取り残しは無いと判断し、一方、赤色蛍光が有れば、がん細胞の取り残しが有ると
判断することで、切除状態の確認を行う。上記構成により、蛍光消退現象を最小限に抑え
た観察ができるため、切除施術が高い精度で行うことができる。なお、がん細胞の取り残
しがあった場合には、照明を再度可視光に切り替えて、がん細胞の切除を再度行う。
【００３９】
　以上のように、本実施の形態に係る照明装置１００は、励起光を発光する励起光発光部
２と、可視光を発光する可視光発光部４とを備え、制御部５の制御により、励起光と可視
光とを選択的に発光させる。このように、蛍光造影剤である５ＡＬＡのＰｐＩＸの励起波
長を有する励起光を発光させることで、がん細胞の観察および診断のための蛍光観察が可
能となる。また、手術中において、蛍光観察を行わないときには、可視光を発光させる。
当該可視光は、励起光帯域１０ａを含まない可視光帯域１１の波長を有する。これにより
、可視光の発光時における蛍光消退現象を最小限に抑えることができる。ただし、５ＡＬ
Ａの励起光帯域１０ａは、実態的にかなり広く可視光帯域とオーバーラップしており、励
起光帯域１０ａを概ね含まない可視光帯域１１の光源を備えたとしても、若干でも励起光
として影響を受けるため、現実的には完全に蛍光消退現象を抑止させることはできない。
このために、本実施の形態では、可能な限り、励起光帯域１０ａに影響を及ぼさない光源
を選ぶことで、蛍光消退現象の抑制を図る。
【００４０】
　また、本実施の形態に係る照明装置１００は、励起光と可視光とを切り替えできるため
、術者が励起光でがん細胞の位置および範囲を確認しながら、可視光で患部を照射して、
少しずつ、がん細胞を切除していくことを可能にするため、がん細胞の取り残しを防ぎ、
且つ、必要以上の患部を切除することを防止することができる。さらに、蛍光造影剤の種
類に見合った励起波長と蛍光波長とを装備し、これらを選択することで、蛍光造影剤の特
徴と目的に沿った照明を実現することができる。
【００４１】
　上述の説明においては、本実施の形態１に係る照明装置１００を顕微鏡の外付け照明と
して利用する例を示したが、その場合に限らず、本実施の形態１に係る照明装置１００を
顕微鏡１２０内に組み込んだ内蔵タイプとして構築してもよい。
【００４２】
　さらに、上述の説明においては、本実施の形態１に係る照明装置１００を、顕微鏡に対
して適用させた例を示したが、その場合に限らず、例えば、内視鏡にも適用できる。内視
鏡への適用例では、照明出力部が患部に近くなるため、発熱の要因である余分な波長帯域
を概ね含まないレーザー光源を用いることで、比較的に他の光源より患部に対して熱的に
安全である。さらに、可視光とともに蛍光造影剤のための励起光を発光する光源を必要と
する他のあらゆる機器に、幅広く利用できることは言うまでもない。いずれの場合におい
ても、顕微鏡に対して適用した場合と同様に、可視光発光時の蛍光消退現象を抑制しなが
ら、励起光による蛍光観察を行えることは言うまでもない。
【００４３】
　また、上述の説明においては、本実施の形態１に係る照明装置１００を、５ＡＬＡのＰ
ｐＩＸに適用した例を示したが、その場合に限らず、蛍光消退現象が発生する蛍光造影剤
であれば、本実施の形態１に係る照明装置１００の適用が可能であることは当然である。
【００４４】
　可視光発光部４から発光される光に光の３原色を使用しているが、励起光を含まず、且
つ、自然な色温度を発光可能な可視光源であれば、前述の波長に限るものではない。また
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、可視光発光部４を構成する発光デバイスも、レーザー光源に限らず、ＬＥＤ光源もしく
はキセノン光源などの他の発光デバイスを使用してもよいのは言うまでもない。但し、い
ずれの場合においても、可視光発光部４から発光される可視光が、図２に示す励起光帯域
１０ａを含まない波長に適宜設定する必要がある。そうすることで、いずれの光源を用い
た場合においても、上述と同様に、蛍光消退現象の進行を抑えることができる。
　なお、レーザー光源を用いた場合には、発光波長の帯域を狭帯域に制限できるため、励
起光の種別の選定に合わせて、必要な波長帯域を設定することで、必要な波長帯域だけを
効率よく発光させることができるとともに、影響させたくない波長帯への帯域制限も同時
に対応可能である。また、レーザー光源を用いた場合には、発光された光が、紫外線およ
び赤外線などの不要な波長帯域を持たないため、観察者の目への悪影響を防ぎ、且つ、患
部の温度上昇を抑制することができる。さらに、照明装置１００自体の発熱が少なく、ヒ
ートシンクなどの冷却器をあまり必要としないので、照明装置１００の小型化が可能であ
る。
　また、ＬＥＤ光源を用いた場合には、キセノン光源やレーザー光源に比べ、必要な波長
帯域の光を安価に実現できる。
　また、キセノン光源を用いた場合には、従来の照明装置をベースにして、必要な光学フ
ィルタの追加など小規模な変更により、本実施の形態に係る照明装置１００を容易に実現
できる。
【００４５】
　また、照明の照射範囲は、固定でなくとも、可視光の場合と励起光の場合とで、それぞ
れ、互いに異なる範囲に設定してもよい。また、必要に応じて、術者からの入力に従って
、照射範囲を変えられるような構造としてもよい。その場合には、制御部５に、照射範囲
を設定するための照射範囲変更部を設けておき、術者が、例えばモニタを見ながら所望の
照射範囲をマウスまたはタッチペン等の入力装置により入力することで、任意の照射範囲
を設定可能な構成としておく。
【００４６】
　上述の例では、可視光発光部４と励起光発光部２の光出力を合成して、同一の顕微鏡照
明光学系９ａに接続しているが、接続方法はこれに留まらず、患部への照射が同様に行え
るのであれば、それぞれ個々に照射してもよいのは当然である。
【００４７】
　さらに、励起光発光部２および可視光発光部４の発光方法についても、ＣＷ（継続発光
）を用いても、パルス点灯を用いてもよく、同様の効果が得られる条件下では、いずれの
状態であってもよいのは言うまでもない。なお、パルス駆動の光源を用いた場合には、Ｃ
Ｗ駆動の光源を用いた場合に比べて、省電力および外部同期対応が可能である。
【００４８】
　なお、上記の説明においては、励起光発光部２と可視光発光部４とを選択的に動作させ
ると説明したが、その場合に限らず、励起光発光部２の発光時に、可視光発光部４を動作
させてもよい。但し、逆に、可視光発光部４の発光時に、励起光発光部２を動作させては
いけない。従って、本実施の形態においては、制御部５は、可視光発光部４の発光時は、
少なくとも励起光発光部２を発光させないようにする。
【００４９】
　実施の形態２．
　以下、本発明の実施の形態２に係る照明装置を顕微鏡システムに適用した場合を図を用
いて説明する。図５は、本発明の実施の形態２に係る照明装置の構成を示した構成図、図
２は、本発明の実施の形態２に係る照明装置における発光の波長特性を示す図、図３は、
本発明の実施の形態２による蛍光消退現象比較グラフ、図４は、従来の照明装置における
発光の波長特性を示す図である。
【００５０】
　図５に示すように、本実施の形態２に係る照明装置１００は、５ＡＬＡのＰｐＩＸの励
起光帯域波長を有する励起光を発光する励起光発光部２と、励起光発光部２の動作を制御
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する励起光発光制御部１と、通常手術時に使用される白色光源として可視光帯域の波長の
可視光を発光して、当該可視光を外部照明光学系９ｂに導光する可視光発光部４と、可視
光発光部４の動作を制御する可視光発光制御部３と、励起光発光部２の光出力を顕微鏡１
２０に導光する接続部７と、術者からの操作などにより照明全体を制御する制御部５とを
備えている。図１と同じ構成については、同一符号を付して示し、ここでは、詳しい説明
を省略する。
【００５１】
　外部照明光学系９ｂは、顕微鏡照明光学系９ａとは独立しており、それぞれ個別に照射
範囲を設定可能となっている。通常設定では、外部照明光学系９ｂは、顕微鏡照明光学系
９ａと同じ範囲での照射だが、必要に応じて、術者により、制御部５を通して、異なる範
囲が設定される。なお、図５に示すように、本実施の形態においては、外部照明光学系９
ｂは、顕微鏡１２０の顕微鏡鏡筒部８の外部に設けられている。従って、外部照明光学系
９ｂに導入された光は、顕微鏡１２０を介さずに、直接、患部を照明する。
【００５２】
　図１と図５との構成の違いは、図５においては、図１に記載された光合成部６が設けら
れていない。従って、図６においては、励起光発光部２から出力される励起光が、そのま
ま、接続部７により、顕微鏡照明光学系９ａに導入される。また、可視光発光部４から出
力される可視光が、そのまま、外部照明光学系９ｂに導入される。
【００５３】
　また、本実施の形態においても、実施の形態１と同様に、図２に示すように、励起光発
光部２が発光する励起光の波長帯域は、励起光帯域１０ａである。具体的には、５ＡＬＡ
により生成されたＰｐＩＸを効率良く発光させるため、励起光発光部２は、励起効率最大
の４０５ｎｍ近傍の励起光１２を発光する。さらに、可視光発光部４の可視光の波長は、
可視光帯域１１である。具体的には、白色光を再現するため、可視光発光部４から発光さ
れる可視光は、４５０ｎｍ近傍の青色光１３ａと５３０ｎｍ近傍の緑色光１４と６４０ｎ
ｍ近傍の赤色光１５との光の３原色で構成される。このように、可視光発光部４を構成す
る可視光源として、光の３原色のみを使用した光源を採用することで、たとえば５ＡＬＡ
のＰｐＩＸの励起光を含まず、且つ、自然な色温度での可視光を発光する光源を有する照
明装置１００を提供することが可能である。
【００５４】
　次に、本実施の形態２に係る顕微鏡システムについて説明する。
　ここでは、手術用顕微鏡を使用して、がん細胞の摘出手術を行う場合において、５ＡＬ
Ａを投与してがん細胞の術中蛍光観察や診断を行う例を示す。
【００５５】
　当該手術において、術者は、まず、患部が直接観察可能となるように必要な施術を行う
。このときは術野全体を肉眼で見るために、可視光帯域照明が必要である。そのため、制
御部５は、可視光発光制御部３を制御して、可視光発光部４から可視光を発光させる。こ
のときの可視光の発光波長特性は、図２で示すように、励起光帯域１０ａ含まない、可視
光帯域１１のみである。このときの照射範囲は、術野全体をムラなく照射する必要がある
ため、図６に示す可視光源照射範囲３０のように、相対的に広範囲となる。本実施の形態
２においては、可視光発光部４から発光された可視光は、外部照明光学系９ｂに導入され
て、患部を照らす。なお、必要に応じて、術者が制御部５を操作することで、可視光源照
射範囲３０の距離および位置は変更することが可能である。
【００５６】
　次に、患部が直接観察できる状態において、術者は、がん細胞切除の前に、がん細胞の
位置などを確認する目的で、照明を可視光から励起光に切り替える。つまり、制御部５は
、可視光発光制御部３を制御して、可視光発光部４からの可視光の発光を停止し、励起光
発光制御部１を制御して、励起光発光部２を動作させて、励起光の発光を行う。これによ
り、患部に存在するがん細胞から６３５ｎｍ近辺での赤色蛍光が発光される。そのため、
術者は、当該赤色蛍光を利用して、切除すべき範囲の確認を行うことができる。このとき
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の照射範囲は、良好な蛍光観察状態確保のため、図６に示すように、蛍光観察必要範囲３
２に合わせて設定された励起光源照射範囲３１になる。なお、必要に応じて、術者が制御
部５を操作することで、励起光源照射範囲３１の距離および位置は変更することが可能で
ある。
【００５７】
　術者は、赤色蛍光位置を確認した後、実際のがん細胞の切除を行うべく、術野全体を観
察できるよう、制御部５を操作して、顕微鏡の照明を励起光から可視光へ切り替える。こ
のとき、制御部５は、励起光発光制御部１を制御して励起光発光部２の発光を停止すると
ともに、可視光発光制御部３を制御して可視光発光部４の発光を開始する。可視光発光部
４から発光された可視光は、外部照明光学系９ｂに導入されて、患部を照らす。これによ
り、再び、励起光帯域１０ａを含まない可視光帯域１１の発光モードとなる。
【００５８】
　図３は、５ＡＬＡを患者に投与した後に、ＰｐＩＸからの赤色蛍光の発光輝度の時間的
変化を示したグラフである。図３において、横軸が経過時間、縦軸が発光輝度である。ま
た、図３において、２０は、全く照射光を与えない場合、２１は、励起光を含まない可視
光を照射した場合、２２は、励起光を含む可視光を照射した場合をそれぞれ示す。図３の
グラフから分かることは、励起光を含む可視光を照射した場合には、２２のグラフが示す
ように、経過時間とともに、蛍光消退現象が進行してしまうが、励起光を含まない可視光
を照射した場合には、２１のグラフが示すように、蛍光消退現象の進行はあまり進まない
ということである。
【００５９】
　図４は、従来の可視光光源の発光波長特性の一例であり、一般的なキセノン光源を可視
光発光部として利用した場合を示す。図４において、１６ａは、キセノン可視光の特性を
示す。このように、キセノン可視光は太陽光に近い特性を持つ。従って、キセノン可視光
は、ＰｐＩＸの励起光波長帯域概ね３８０～４２０ｎｍに入る励起光１２を含んでいる。
【００６０】
　すなわち、上記の実施の形態１でも述べたように、蛍光観察の意図がなくとも、従来の
一般的なキセノン光源を可視光発光手段に用いた場合は、励起光を含むため、図３の２２
のように、時間とともに蛍光消退現象が進行してしまう。これは、可視光源を患部に照射
しながら、実際に、がん細胞を切除する段階とその前後がこのタイミングに相当する。こ
れに対して、本発明の実施の形態２のように、励起光帯域概ね３８０～４２０ｎｍの波長
を含まない可視光帯域１１を発光する光源を可視光発光部４に用いることで、図３の２１
に示すように、蛍光消退現象を抑制することが可能となる。
【００６１】
　さらに、可視光発光部４としてレーザー光源を用いるようにすれば、蛍光消退現象を、
より確実に抑えることができる。レーザー光源から発光されるレーザー光は、その発光帯
域が±２ｎｍ程度の狭帯域である。そのため、ＰｐＩＸの励起光帯域１０ａの範囲外での
発光が可能である。これにより、すなわち、図２に示すように、レーザー光源で構成され
た可視光発光部４から出力されるレーザー青色光１３ａは、励起光特性１０ｂに対してほ
とんど影響していない。これに対して、ブロードな特性を持つ一般的なＬＥＤ光源を用い
る場合は、ＬＥＤ光源が発光する光は、その発光帯域が、レーザー光に比べて広帯域であ
る。そのため、図２に示すＬＥＤ青色光１３ｂのように、励起光特性１０ｂに対して影響
するため、蛍光消退現象への抑制効果は、レーザー光源を用いた場合よりも軽減する傾向
にある。従って、レーザー光源を可視光発光部４として用いることが望ましい。
【００６２】
　最後に、術者が、がん細胞切除の状況を確認する目的で、再度、照明を可視光から励起
光に切り替える場合、制御部５は、可視光発光制御部３を制御して、可視光発光部４の発
光を停止し、励起光発光制御部１を制御して、励起光発光部２を動作させて、励起光の発
光を行う。このとき、術者は、がん細胞から発光する６３５ｎｍ近辺での赤色蛍光を用い
て、切除状態の確認を行う。上記構成により、蛍光消退現象を最小限に抑えた観察ができ
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るとともに、良好な蛍光観察状態確保のため必要に応じて照明の距離及び位置も含めて設
定変更できるため、切除施術がさらに高い精度で行うことができる。
【００６３】
　以上により、本実施の形態においても、実施の形態１と同様の効果を得ることができる
。すなわち、本実施の形態においても、照明装置１００が、励起光を発光する励起光発光
部２と、可視光を発光する可視光発光部４とを備え、制御部５の制御により、励起光と可
視光とを選択的に発光させる。このように、蛍光造影剤である５ＡＬＡのＰｐＩＸの励起
波長を有する励起光を発光させることで、がん細胞の観察および診断のための蛍光観察が
可能となる。また、手術中において、蛍光観察を行わないときには、可視光を発光させる
。当該可視光は、励起光帯域１０ａを含まない可視光帯域１１の波長を有する。これによ
り、可視光の発光時における蛍光消退現象を最小限に抑えることができる。
【００６４】
　また、本実施の形態に係る照明装置１００は、励起光と可視光とを切り替えできるため
、術者が励起光でがん細胞の位置および範囲を確認しながら、可視光で患部を照射して、
少しずつ、がん細胞を切除していくことを可能にするため、がん細胞の取り残しを防ぎ、
且つ、必要以上の患部を切除することを防止することができる。
【００６５】
　上述の説明においては、本実施の形態２に係る照明装置１００を顕微鏡１２０の外付け
照明として利用した例を示したが、外付けだけでなく、顕微鏡１２０内に組み込んだ内蔵
タイプとしてもよい。
【００６６】
　さらに、本実施の形態２に係る照明装置１００は、内視鏡またはその他可視光とともに
蛍光造影剤のための励起光を発光する光源を必要とする機器などに幅広く利用できること
は言うまでもない。
【００６７】
　また、本実施の形態２は、５ＡＬＡのＰｐＩＸに適用した例であるが、これに限らず、
蛍光消退現象が発生する蛍光造影剤であれば、適用が可能であるのは当然である。
【００６８】
　可視光発光部４から発光される可視光として、光の３原色を使用しているが、励起光を
含まず、且つ、自然な色温度を発光可能な可視光源であれば、前述の波長に限るものでは
なく、発光デバイスも、レーザー光源に限らず、ＬＥＤ光源、もしくは、キセノン光源な
どのいずれの発光デバイスを使用してもよいのは言うまでもない。
【００６９】
　また、照明の照射範囲は、固定でなくとも、可視光の場合と励起光の場合とで、それぞ
れ、互いに異なる範囲に設定してもよい。また、必要に応じて、術者が、照射範囲を変え
られるような構造としてもよい。その場合には、制御部５に、照射範囲を設定するための
照射範囲変更部を設けておき、術者が、例えばモニタを見ながら所望の照射範囲を任意に
設定可能な構成としておく。
【００７０】
　さらに、励起光発光部２および可視光発光部４の発光方法についても、ＣＷ（継続発光
）を用いても、パルス点灯を用いてもよく、同様の効果が得られる条件下では、いずれの
状態であってもよいのは言うまでもない。
【００７１】
　実施の形態３．
　以下、本発明の実施の形態３に係る照明装置を顕微鏡システムに適用した場合を図を用
いて説明する。図７は、本発明の実施の形態３に係る照明装置の構成を示した構成図、図
８は、本発明の実施の形態３に係る照明装置における発光の波長特性を示す図、図３は、
本発明の実施の形態３による蛍光消退現象比較グラフ、図４は、従来の照明装置における
発光の波長特性を示す図である。
【００７２】
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　図７に示すように、本実施の形態３に係る照明装置１００は、５ＡＬＡのＰｐＩＸの励
起光帯域波長を発光する励起光発光部２と、励起光発光部２の動作を制御する励起光発光
制御部１と、通常手術時に使用される白色光源として可視光帯域の波長を発光する可視光
発光部４と、可視光発光部４の動作を制御する可視光発光制御部３と、励起光発光部２の
光出力と可視光発光部の光出力とを合成する光合成部６と、光合成部６から出力された光
を顕微鏡照明光学系９ａに導光するための接続部７と、術者からの操作などにより照明全
体を制御する制御部５とを備えている。さらに、本実施の形態においては、照明装置１０
０が、図７に示すように、特殊帯域フィルタ着脱部４１を備えている。特殊帯域フィルタ
着脱部４１は、可視光発光部４と光合成部６との間に接続されている。特殊帯域フィルタ
着脱部４１は、可視光発光部４から出力される光の進路に対して、特殊帯域フィルタ１８
の挿入もしくは取外しを行う。
【００７３】
　図１と図７との違いは、図７においては、特殊帯域フィルタ着脱部４１が設けられてい
る点である。他の構成については、図１と同じであるため、ここでは、同一符号を付して
示し、詳細な説明は省略する。
【００７４】
　また、図８に示すように、励起光発光部２が発光する励起光の波長帯域は、励起光帯域
１０ａである。具体的には、５ＡＬＡにより生成されたＰｐＩＸを効率良く発光させるた
め、励起光発光部２は、励起効率最大の４０５ｎｍ近傍の励起光１２を発光する。さらに
、可視光発光部４が発光する可視光の波長帯域は、可視光帯域１１であるが、実際には、
通常の一般的な可視光１６ｂの波長帯域概ね３８０ｎｍ～７８０ｎｍである。なお、本実
施の形態において、可視光発光部４が発光する可視光１６ｂを特殊帯域フィルタ１８に通
すことで、若干不自然な色調になる可能性があるが、特殊帯域、たとえば、５ＡＬＡのＰ
ｐＩＸの励起光を抑制可能な特殊可視光１９を発光することができる。特殊可視光１９の
特殊帯域は、例えば、４２０～７８０ｎｍ程度とする。なお、このように、特殊帯域フィ
ルタ１８は、４２０ｎｍ未満の波長の光を除去するフィルタである。
【００７５】
　従って、図８に示すように、特殊帯域フィルタ１８を通過した特殊可視光１９の帯域は
、励起光帯域１０ａを含まないことから、励起光１２の特性に対して影響を与えていない
。これに対して、ブロードな特性を持つ一般的な可視光１６ｂは、その帯域が、特殊可視
光１９に比べて広帯域である。そのため、図８に示すように、可視光１６ｂは、励起光１
２の励起効率最大の波長４０５ｎｍを含み、その結果、励起光１２に対して影響するため
、蛍光消退現象への抑制効果は、特殊可視光１９を用いた場合よりも、軽減する傾向にあ
る。従って、可視光発光部４から発光される可視光に特殊帯域フィルタ１８のフィルタ処
理を施すことが望ましい。
【００７６】
　次に、本実施の形態３の顕微鏡システムについて説明する。
　ここでは、手術用顕微鏡を使用して、がん細胞の摘出手術を行う場合において、５ＡＬ
Ａを投与してがん細胞の術中蛍光観察や診断を行う例を示す。
【００７７】
　当該手術において、術者は、まず、患部が直接観察可能となるよう必要な施術を行う。
このときは術野全体を肉眼で見るために、可視光帯域照明が必要であり、制御部５は、可
視光発光制御部３を制御して、可視光発光部４より可視光１６ｂを発光させる。このとき
、特殊帯域フィルタ着脱部４１は、特殊帯域フィルタ１８を可視光１６ｂの進路に挿入さ
せる。これにより、可視光１６ｂは、特殊帯域フィルタ１８を通ることで、特殊可視光１
９となる。特殊可視光１９は、光合成部６に導入される。特殊可視光１９の波長特性は、
図８に示すように、励起光帯域１０ａを含まない、可視光帯域１１のみである。このよう
に、可視光１６ｂを特殊帯域フィルタ１８に通すことで、特殊帯域たとえば５ＡＬＡのＰ
ｐＩＸの励起光１２への影響が少ない帯域の特殊可視光１９を発光することができる。
【００７８】
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　次に、患部が直接観察できる状態において、術者は、がん細胞の切除の前に、がん細胞
の位置などを確認する目的で、照明を可視光から励起光に切り替える。つまり、制御部５
は、可視光発光制御部３を制御して、可視光発光部４の発光を停止し、励起光発光制御部
１を制御して、励起光発光部２を動作させて励起光の発光を行う。こうして、光合成部６
からは、励起光１２のみが発光される。これにより、患部に存在するがん細胞から、６３
５ｎｍ近辺での赤色蛍光が発光される。こうして、術者は、赤色蛍光を利用して、切除範
囲の確認を行うことができる。
【００７９】
　術者は、赤色蛍光位置を確認した後、実際のがん細胞の切除を行うべく、術野全体を観
察できるよう、制御部５を操作して、顕微鏡の照明を励起光から可視光へ切り替える。こ
のとき、制御部５は、励起光発光制御部１を制御して、励起光発光部２からの励起光の発
光を停止するとともに、可視光発光制御部３を制御して、可視光発光部４からの可視光１
６ａの発光を行う。これにより、再び、励起光帯域１０ａを含まない可視光帯域１１の発
光モードとなる。このとき、可視光１６ａは、特殊帯域フィルタ１８を通過する。すなわ
ち、５ＡＬＡのＰｐＩＸの励起光１２への影響が少ない特殊可視光１９を発光させること
となる。
【００８０】
　図３は、患者に５ＡＬＡを投与した後に、ＰｐＩＸからの赤色蛍光の発光輝度の時間的
変化を示したグラフである。２０は、全く照射光を与えない場合、２１は、励起光を含ま
ない可視光を照射した場合、２２は、励起光を含む可視光を照射した場合をそれぞれ示す
。一方で、図４は、従来の可視光光源の発光波長特性の一例であり、一般的なキセノン光
源を可視光発光部４に利用した場合を示す。キセノン光源は太陽光に近い特性を持ち、Ｐ
ｐＩＸの励起光波長帯域である概ね３８０～４２０ｎｍの光を含んでいる。
【００８１】
　つまり、蛍光観察の意図がなくとも、従来の一般的なキセノン光源を可視光発光部４に
用いた場合は、励起光を含むため、図３の２２のように、時間とともに蛍光消退現象が進
行してしまう。これは、可視光を患部に照射しながら実際にがん細胞を切除する段階とそ
の前後がこのタイミングに相当する。これに対して、本発明のように、励起光帯域３８０
～４２０ｎｍの波長を概ね含まない可視光帯域１１の光源を可視光発光部４に用いること
で、図３の２１に示すように、蛍光消退現象を抑制することが可能となる。
【００８２】
　ただし、本実施の形態３に係る照明装置１００において、キセノン光源を可視光発光部
４に用いた場合、従来のキセノン光源と帯域フィルタとの組合せとなるため、レーザー光
源を用いる場合に比べ、励起光特性１０ｂへの影響が比較的大きいため、蛍光消退現象の
抑制がレーザー光源よりも軽減する可能性があるものの、現行の照明装置の仕様の小規模
な変更（マイナーチェンジ）により、本実施の形態に係る照明装置１００を容易に実現す
ることが可能である。
【００８３】
　最後に、術者が、がん細胞切除の状況を確認する目的で、再度、照明を可視光から励起
光に切り替える場合、制御部５は、可視光発光制御部３を制御して、可視光発光部４の発
光を停止し、励起光発光制御部１を制御して、励起光発光部２を動作させて励起光の発光
を行う。このとき、がん細胞から発光する６３５ｎｍ近辺での赤色蛍光にて切除状態の確
認を行う。上記構成により、蛍光消退現象を最小限に抑えた観察ができるため、切除施術
が高い精度で行うことができる。
【００８４】
　上述では、本実施の形態３に係る照明装置１００を、顕微鏡の外付け照明として利用し
た例について説明したが、外付けだけでなく、顕微鏡に組み込んだ内蔵タイプとして構築
してもよい。
【００８５】
　さらに、本実施の形態３に係る照明装置１００は、内視鏡、あるいは、その他可視光と
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ともに蛍光造影剤のための励起光を発光する光源を必要とする機器などに幅広く利用でき
ることは言うまでもない。
【００８６】
　また、本実施の形態３は、５ＡＬＡとＰｐＩＸに適用した例であるが、これに限らず、
蛍光消退現象が発生する蛍光造影剤であれば、適用が可能であるのは当然である。
【００８７】
　本実施の形態３においては、可視光発光部４から発光される可視光に光の３原色を使用
しているが、励起光を含まず、且つ、自然な色温度を発光可能な可視光源であれば、前述
の波長に限るものではなく、発光デバイスも、レーザー光源に限らず、ＬＥＤ光源もしく
はキセノン光源などのいずれの発光デバイスを使用してもよいのは言うまでもない。
【００８８】
　また、照明の照射範囲は、固定でなくとも、可視光の場合と励起光の場合とで、それぞ
れ、互いに異なる範囲に設定してもよい。また、必要に応じて、術者が、照射範囲を変え
られるような構造としてもよい。
【００８９】
　上述の例では、可視光発光部４と励起光発光部２との光出力を合成して、同一の照明光
学系に接続しているが、接続方法はこれに限らず、患部への照射が同様に行えるのであれ
ば、それぞれ個々に照射してもよいのは当然である。
【００９０】
　さらに、励起光発光部２および可視光発光部４の発光方法についても、ＣＷ（継続発光
）を用いても、パルス点灯を用いてもよく、同様の効果が得られる条件下では、いずれの
状態であってもよいのは言うまでもない。
【００９１】
　また、特殊帯域フィルタ着脱部４１による特殊帯域フィルタ１８の着脱は、自動でも、
手動でもよく、また、上述では着脱しているが、特殊帯域フィルタ１８のフィルタ処理が
、可視光の色調に影響なく、通常の手術で問題なければ、特殊帯域フィルタ１８を挿入し
たままでもよい。
【００９２】
　なお、上記の実施の形態１～３において、励起光発光制御部１、可視光発光制御部３、
および、制御部５の各機能は、処理回路により実現される。すなわち、照明装置１００は
、励起光の発光動作を制御し、可視光の発光動作を制御し、励起光と可視光の切り替え動
作を制御するための処理回路を備える。処理回路は、専用のハードウェアであっても、メ
モリに格納されるプログラムを実行するＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ
　Ｕｎｉｔ、中央処理装置、処理装置、演算装置、マイクロプロセッサ、マイクロコンピ
ュータ、プロセッサ、ＤＳＰともいう）であってもよい。
【００９３】
　処理回路が専用のハードウェアである場合、処理回路は、例えば、単一回路、複合回路
、プログラム化したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ
、またはこれらを組み合わせたものが該当する。励起光発光制御部１、可視光発光制御部
３、および、制御部５の各部の機能それぞれを処理回路で実現してもよいし、各部の機能
をまとめて処理回路で実現してもよい。
【００９４】
　処理回路がＣＰＵの場合、励起光発光制御部１、可視光発光制御部３、および、制御部
５の各機能は、ソフトウェア、ファームウェア、またはソフトウェアとファームウェアと
の組み合わせにより実現される。ソフトウェアやファームウェアはプログラムとして記述
され、メモリに格納される。処理回路は、メモリに記憶されたプログラムを読み出して実
行することにより、各部の機能を実現する。すなわち、照明装置１００は、処理回路によ
り実行されるときに、励起光の発光動作を制御するステップ、可視光の発光動作を制御す
るステップ、励起光と可視光の切り替え動作を制御するステップが結果的に実行されるこ
とになるプログラムを格納するためのメモリを備える。また、これらのプログラムは、励
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に実行させるものであるともいえる。ここで、メモリとは、例えば、ＲＡＭ、ＲＯＭ、フ
ラッシュメモリー、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ等の、不揮発性または揮発性の半導体メモ
リや、磁気ディスク、フレキシブルディスク、光ディスク、コンパクトディスク、ミニデ
ィスク、ＤＶＤ等が該当する。
【００９５】
　なお、励起光発光制御部１、可視光発光制御部３、および、制御部５の各機能について
、一部を専用のハードウェアで実現し、一部をソフトウェアまたはファームウェアで実現
するようにしてもよい。例えば、励起光発光制御部１および可視光発光制御部３について
は専用のハードウェアとしての処理回路でその機能を実現し、制御部５については処理回
路がメモリに格納されたプログラムを読み出して実行することによってその機能を実現す
ることが可能である。
【００９６】
　このように、処理回路は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれ
らの組み合わせによって、上述の各機能を実現することができる。
【符号の説明】
【００９７】
　１　励起光発光制御部、２　励起光発光部、３　可視光発光制御部、４　可視光発光部
、５　制御部、６　光合成部、７　接続部、８　顕微鏡鏡筒部、９ａ　顕微鏡照明光学系
、９ｂ　外部照明光学系、１８　特殊帯域フィルタ、３０　可視光源照射範囲、３１　励
起光源照射範囲、３２　蛍光観察必要範囲、４１　特殊帯域フィルタ着脱部。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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